
令和２年度 第３回宇治市指定管理者候補者選定委員会 

 

  日時：令和２年１０月８日（木曜日） 

 １６時から        

会場：本庁舎３階３０２会議室   

 

 

会議次第 

 

１．開会 

 

２．副市長あいさつ 

 

３．諮問 

   

４．説明・議事 

（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場の指定管理者候補者選定について 

 

５．答申 

   

６．閉会 
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宇治市指定管理者候補者選定委員会 席次表 
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宮澤委員長 
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赤井 委員 
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大北 課長 貝 部長 木村 副市長 遠坂 副部長 

豊山 係長 井上 課長 佐々木 副課長 木下 専門員 

指定管理者担当 事務局 

（交通政策課） 

資料－１ 



 

 

 

資料２ 

前回委員会（第２回宇治市指定管理者候補者選定委員会）の主な意見 

 

１．議事前確認事項：委員長から本会議を非公開にする旨提案があり了承 

 

２．説明・議事（タブレット端末により資料説明・進行） 

① 選定方針・利用料金制度導入の方向性の結果報告等について 

委員長から発議があり事務局から説明があった。 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

② 近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場 指定管理者募集要項及び仕様につ

いて 

委員長から発議があり事務局から説明があった。 

審議の結果、原案を一部修正の上、承認された。 

◇資料３－２、７申請者資格（１５）について 

指定管理者の実績等の限定的要件を見直し、文言の修正を行う。 

 

修正前 修正後 

過去５年以内に、今回募集する駐車場

の類似施設において、指定管理者とし

て管理運営を行った実績を有するこ

と。 

（受付・案内等の管理業務、施設の維

持管理及び点検業務、事業計画書・報

告書の作成等の管理運営又はそれら

に準ずる管理運営業務の実績を有す

ること。） 

過去５年以内に、今回募集する駐車場

の類似施設において、指定管理者とし

て管理運営を行った実績を有するこ

と。 

（受付・案内等の管理業務、施設の維

持管理及び点検業務、事業計画書・報

告書の作成等の管理運営又はそれら

に準ずる管理運営業務の実績を有す

ること。） 

 

③ 指定管理者の選定要領・選定基準・評価項目について 

委員長から発議があり事務局から説明があった。 

審議の結果、原案を一部修正の上、承認された。 

◇管理運営費の配点について 

     ２０点配点を設け、合計１２０点満点、７２点以上を合格とし、採

点表の中に指定管理経験の有無を加筆の上、関連する文言について

修正する。 

 

修正前 修正後 

施設の管理運営に関する専門的知識

や資格、経験の適格性 

施設の管理運営に関する知識や経験

の適格性（指定管理実績の有無等） 

 



（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場の指定管理者募集状況について 

 

 

1. 募集の経過 

令和２年７月２０日 募集要項の配布（宇治市ホームページに掲載） 

令和２年８月３日  質問書の受付締切 

令和２年８月１７日 質問に対する回答公表（宇治市ホームページに掲載） 

令和２年９月７日  申請書等の提出締切 

 

2. 申請書等の提出状況 

団体名（提出順） 所在地 提案価格（２年間） 

一般社団法人 

 宇治高齢者事業団 
宇治市 22,000 千円 

株式会社 

 駐輪サービス 
大阪市北区 23,000 千円 

一般財団法人 

 京都市都市整備公社 
京都市下京区 21,470 千円 

 

 

 

資料－３ 



（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場　指定管理者選定評価採点表

選定の基準 採点するにあたっての主な参考資料
評価

(1～5点)
採点 配点

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）③

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）②

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）①⑥

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）④⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②④

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）③

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑧

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑦

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑥

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑨

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①②③
書式３指定管理業務収支計画書（収入の部）（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑩

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）①
書式４法人その他団体概要書
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③

書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）②④

管理運営費の評価 19.52 20

合計 19.52 /120

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。

安定的な管理運営に向けた人的基盤や財政基盤

0.00 20
同様・類似業務の実績・成果

施設の管理運営に関する知識や経験の適格性（指定管理実績の有無等）

施設の管理運営体制（トラブル・危機管理等の体制を含む）の適格性・職員の資
質・能力向上策の妥当性

（Ｄ）効率的な管理を行うことができること。

人件費設定の妥当性

0.00 20
その他管理経費設定の妥当性

収支積算と事業計画との整合性・妥当性

費用削減策の具体性・妥当性

（Ｃ）市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること。

効果的な利用者満足度の向上策の具体性

0.00 20
利用者の意見の把握と改善方針の具体性・妥当性

利用者からの苦情・トラブルの対応

利用者への効果的な情報提供の具体性

（Ｂ）施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うことができること。

設置目的に基づく施設の管理運営の妥当性

0.00 20
施設の保守管理（管理・清掃・警備等）の有効性

利用拡大に関する取り組みの有効性

高齢者雇用や地元人材の活用についての配慮

評価項目

（Ａ）市民による施設の利用について平等な利用が確保されること。

施設の設置目的の理解度（施設の管理運営・事業に偏重がないか等）

0.00 20
施設の公平利用の取扱いの妥当性（不当な取扱いを防止する具体策）

団体の理念・経営（運営）方針の適格性

個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性

申請者名 一般社団法人　宇治高齢社事業団 採点者名

資料－４－①



（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場　指定管理者選定評価採点表

選定の基準 採点するにあたっての主な参考資料
評価

(1～5点)
採点 配点

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）③

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）②

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）①⑥

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）④⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②④

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）③

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑧

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑦

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑥

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑨

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①②③
書式３指定管理業務収支計画書（収入の部）（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑩

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）①
書式４法人その他団体概要書
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③

書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）②④

管理運営費の評価 18.67 20

合計 18.67 /120

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。

安定的な管理運営に向けた人的基盤や財政基盤

0.00 20
同様・類似業務の実績・成果

施設の管理運営に関する知識や経験の適格性（指定管理実績の有無等）

施設の管理運営体制（トラブル・危機管理等の体制を含む）の適格性・職員の資
質・能力向上策の妥当性

（Ｄ）効率的な管理を行うことができること。

人件費設定の妥当性

0.00 20
その他管理経費設定の妥当性

収支積算と事業計画との整合性・妥当性

費用削減策の具体性・妥当性

（Ｃ）市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること。

効果的な利用者満足度の向上策の具体性

0.00 20
利用者の意見の把握と改善方針の具体性・妥当性

利用者からの苦情・トラブルの対応

利用者への効果的な情報提供の具体性

（Ｂ）施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うことができること。

設置目的に基づく施設の管理運営の妥当性

0.00 20
施設の保守管理（管理・清掃・警備等）の有効性

利用拡大に関する取り組みの有効性

高齢者雇用や地元人材の活用についての配慮

施設の設置目的の理解度（施設の管理運営・事業に偏重がないか等）

0.00 20
施設の公平利用の取扱いの妥当性（不当な取扱いを防止する具体策）

団体の理念・経営（運営）方針の適格性

個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性

（Ａ）市民による施設の利用について平等な利用が確保されること。

資料－４－②

申請者名 株式会社　駐輪サービス 採点者名

評価項目



（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場　指定管理者選定評価採点表

選定の基準 採点するにあたっての主な参考資料
評価

(1～5点)
採点 配点

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）③

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）②

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）①⑥

書式２指定管理者事業計画書（２．施設の利用に係る基本方針）④⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②④

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）③

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑤

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑧

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑦

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑥

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑨

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式３指定管理業務収支計画書（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）①②③
書式３指定管理業務収支計画書（収入の部）（支出の部）

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）⑩

書式２指定管理者事業計画書（３．事業計画書）②
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）①
書式４法人その他団体概要書
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③
書式２指定管理者事業計画書（１．申請団体の概要）
書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）③

書式２指定管理者事業計画書（４．業務遂行能力）②④

管理運営費の評価 20.00 20

合計 20.00 /120

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。

安定的な管理運営に向けた人的基盤や財政基盤

0.00 20
同様・類似業務の実績・成果

施設の管理運営に関する知識や経験の適格性（指定管理実績の有無等）

施設の管理運営体制（トラブル・危機管理等の体制を含む）の適格性・職員の資
質・能力向上策の妥当性

（Ｄ）効率的な管理を行うことができること。

人件費設定の妥当性

0.00 20
その他管理経費設定の妥当性

収支積算と事業計画との整合性・妥当性

費用削減策の具体性・妥当性

（Ｃ）市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること。

効果的な利用者満足度の向上策の具体性

0.00 20
利用者の意見の把握と改善方針の具体性・妥当性

利用者からの苦情・トラブルの対応

利用者への効果的な情報提供の具体性

（Ｂ）施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うことができること。

設置目的に基づく施設の管理運営の妥当性

0.00 20
施設の保守管理（管理・清掃・警備等）の有効性

利用拡大に関する取り組みの有効性

高齢者雇用や地元人材の活用についての配慮

施設の設置目的の理解度（施設の管理運営・事業に偏重がないか等）

0.00 20
施設の公平利用の取扱いの妥当性（不当な取扱いを防止する具体策）

団体の理念・経営（運営）方針の適格性

個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性

（Ａ）市民による施設の利用について平等な利用が確保されること。

資料－４－③

申請者名 一般財団法人　京都市都市整備公社 採点者名

評価項目



 

1 

 

宇治市自転車等駐車場 指定管理者 募集要項 

 

本要項は、宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年宇治市条例第１９号）

に基づき、（仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場の管理運営を行う指定管理者の募集にあたり、

以下のとおり必要な事項を定めるものです。  

 

１ 施設の概要 

名     称  （仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場 

   所  在  地  宇治市伊勢田町中山５０番地の２ 

   敷 地 面 積  約３６０㎡ 

   構     造  屋根付平面式 

   収 容 台 数  自転車         約１３０台 

            原動機付自転車・自動二輪 約２０台 

   設 備  駐車区画、管理室、空調設備、給排水設備、浄化槽 

 

２ 指定期間  

令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで（２年間） 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲  

（１）宇治市自転車等駐車場条例第１１条に規定する業務に関すること。   

（２）その他自転車等駐車場の管理運営に必要な業務  

なお、具体的な業務内容及び履行方法については仕様書等によります。 

 

４ リスク分担 

指定管理業務に関するリスク分担は、市と指定管理者で締結する協定に定めるものとしま

すが、仕様書にその考え方を示します。 

 

５ 基準価格等に関する事項 

基準価格 

   ２３，０００千円（消費税込） ・・・２年間の合計額 

※ 提案価格が、基準価格を超える場合は、失格となるので十分留意すること 

※ 消費税率等の変更は年度協定時に考慮する 

 

６ 経理等に関する事項 

（１） 利用料金制度 

この施設では利用料金制度を適用しないものとします。 

（２） 経費の支払い 

指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払うものとしま

す。なお、支払い時期や方法等は協定で定めることとします。 

参考資料－１ 
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（３）管理口座 

経費は、団体自体の口座とは別の口座で管理すること。 

（４）市が支払う経費に含まれるもの 

人件費 

事務費 

管理費（修繕費、光熱水費、保守管理費等） 

その他 

（５）精算を行う経費 

   修繕費、光熱水費、保守管理費、備品・消耗品費など 

     （別途協定書にて明示するものとします。） 

 

７ 申請者資格  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当しな

い者であること。   

（２） 宇治市競争入札等参加資格の停止に関する要領に基づく指名停止期間中の者でないこと。   

（３）地方自治法第（昭和２２年法律第６７号）２４４条の２第１１項の規定による指定の取

り消しを受けたことがない者（本市の取り消しに限定しません。） 

（４）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立がなされた場合は、

更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。   

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７９号）第２条第２

号に規定する暴力団またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）もしくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。  

（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体お

よびこれに類する団体）でないこと。  

（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体および

これに類する団体）でないこと。  

（８）本市における指定管理者の指定において、その公正な手続を妨げる者または公正な価格

の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合する者でないこと。  

（９）地方自治法第９２条の２及び第１４２条、第１６６条第２項、第１８０条の５第６項、

の兼業禁止規定に抵触しない者であること。  

（１０）市町村民税、法人税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。  

（１１）選定委員が申請する団体等の経営または運営に直接関与していないこと。  

（１２）その他、指定期間中、自転車等駐車場の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法人

その他の団体とします。団体の場合、法人格は必ずしも必要ありませんが、個人は申

請することはできません。複数の団体により構成される共同体（以下「共同体」とい

う。）による応募については、本要項「７指定管理者が行う業務の範囲」が単独の団体

で担えない場合、共同体で応募することができます。その場合には、応募時に共同事

業体を結成し、代表者構成団体（他の団体は構成団体とする。）を定めるものとします。 
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（１３）法人その他の団体及び共同体を構成するすべての団体が、申請時においてその設立か

ら１年以上を経過し、かつ活動の実績があること。  

（１４）宇治市内外の事業者を問わず、当該駐車場内の緊急事態等に対して迅速に対応できる

場所に法人その他の団体及び共同体の本社、事業所、営業所又はこれに類する施設を

有していること。 

（１５）申請者は、次に掲げる実績を満たすこと。 

① 過去５年以内に、今回募集する駐車場の類似施設において、管理運営を行った実績

を有すること。 

② 共同体として申請する場合においては、①の実績を有する法人等が構成団体に含ま

れていること。なお、類似施設の管理運営の実績を有する法人等が中核となって、

施設の運営管理業務、施設の安全管理業務等を行うこと。 

 

８ 申請に関する事項 

（１）募集要項・仕様書等の配布  

令和２年７月２０日（月）より市ホームページに掲載 

（２）募集要項に関する質問書の受付・回答 

①受付期間 

令和２年７月２０日（月）～８月３日（月）午後５時必着 

②受付方法 

質問書（書式１）に記入のうえ、直接持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで送

付 

③送付先 

宇治市宇治琵琶３３番地   

宇治市都市整備部交通政策課（市役所４階） 

ＦＡＸ ０７７４－２１－０４０９(交通政策課宛) 

E-mail  koutuseisaku@city.uji.kyoto.jp 

④質問書の回答 

回答は、令和２年８月１７日（月）を目途に市のホームページで公表します。（なお、

質問は重複しているもの・特に重要と思われるもの等を勘案して回答します。※すべ

ての質問に答えるわけではありません。）また、原則質問者への個別回答はしません。 

（３）申請書等の提出 

①提出期間 

持参の場合は令和２年７月２０日（月）から９月７日（月）まで。ただし、土曜日、

日曜日及び祝日を除きます。 

郵送の場合は令和２年９月７日（月）午後５時００分必着とします。  

②提出時間 

持参の場合は午前９時００分から午後４時３０分まで。ただし、正午から午後１時

００分までの間を除きます。 
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③提出先 

宇治市宇治琵琶３３番地   

宇治市都市整備部交通政策課（市役所４階）   

電話０７７４－２０－８７２７（直通） 

④提出方法 

直接持参又は郵送（一般書留、簡易書留のいずれか）  

ただし、不慮の事故による紛失又は遅配については一切考慮しません。 

ＦＡＸによる提出は受け付けません。  

⑤提出部数  

以下に掲げる申請書類各正本１部・写し２０部の計２１部。 

紙媒体で上記の部数を提出するとともに、ワード、エクセル又はＰＤＦ形式で記録

した磁気ディスクやＵＳＢメモリー等を提出すること。また、紙媒体の申請書類は

冊子化したものとし、質疑等が容易となるようページ番号を付番すること。なお、

冊子は原則としてＡ４サイズ（長辺綴じ）とし、パンフレット等Ａ４サイズで提出

することが困難な書類については、外三つ折りを行うなど、Ａ４サイズの冊子とな

るようにすること。 

※ただし「暴力団員等の排除に係る調査承諾書（書式５（別紙））」及び「宇治市市

税確認承諾書（書式６）」は、冊子とは別に正本１部のみ提出すること。 

 ⑥提出書類 

法人その他の団体であって、本要項により指定管理者の指定を受けようとする場合

は、宇治市指定管理者指定申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

提出してください。（提出された書類等は、公募の結果に関わらず返却しません。） 

（ア）指定管理者事業計画書（書式２） 

（イ）指定管理業務収支計画書（書式３） 

      （ウ）法人その他団体概要書（書式４） 

    （エ）応募資格を有している団体であることを証する書類 

       ａ．法人格を有している場合 

         当該団体の定款又は寄附行為その他これらに類する書類の写し及び登記簿の

謄本 

       ｂ．法人格を有していない場合 

         団体の規約、構成員名簿、団体の活動状況を示している書類（構成員向け

の広報紙やお知らせ文書、団体の活動を紹介している新聞記事のコピーな

どの当該事業年度分及び前事業年度分） 

       ｃ．共同体の場合 

         ａ・ｂに掲げるもののほか、共同体構成員届、共同体協定書の写し（原本

認証したもの）、共同体委任状 

       ｄ．類似施設の管理実績を証明することができる書類 

（指定管理者指定通知の写し等） 

（オ）団体の経営状況を説明する書類 
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   ａ．法人格を有している場合 

     当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類

及び財産目録（直近３事業年（設立して３事業年未満の場合は、経過年数

分）） 

   ｂ．法人格を有していない場合 

     宇治市指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書

及び過去３年間の収支決算書 

（カ）暴力団員等の排除に係る調査承諾書（書式５） 

（キ）宇治市市税確認承諾書（書式６） 

（ク）市府民税、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

ａ． 所在地（納税地）を所轄する自治体及び税務署において請求してください。 

ｂ．納税義務がない場合は、その旨、連絡してください。 

    （ケ）指定管理者の資格に関する申立書（書式７） 

（コ）ＩＳＯ１４００１を取得している者は登録書の写し 

   ⑦申請書等の取扱い 

       申請者の提出する書類の著作権は、その申請者に帰属しますが、申請書類については

公文書となるため、情報公開請求の対象となります。なお、本件において公表する場

合、その他市が必要と認めるときには、市は提出書類の全部又は一部を無償で使用で

きるものとします。申請内容に特許権、商標権、その他法令に基づいて保護される第

３者の権利を用いる提案があり、これらを用いた結果、生じる責任は全て申請者が負

うものとします。 

⑧証明書類 

    証明書類は、証明年月日が申請書提出時において、３箇月以内のもので、それぞれ発

行官公署の定めた様式によるものを使用することとします。なお、複写機による写し

でも差支えありません。 

⑨接触の禁止 

    選定委員その他本件の関係者に対して、本件提案に関する接触を禁じます。接触の事

実が認められた場合には申請を無効とすることがあります。 

（４）申請内容の変更 

提出された書類は、募集期間内に限り修正および書類の追加を行うことができます 

（５）申請に関する留意事項 

①申請無効となる場合 

 次のいずれかに該当する場合は、申請を無効とします。 

（ア） 申請者の資格要件を満たさない者が申請したとき 

（イ） 提出書類が不足しているとき 

（ウ） 提出書類が募集要項に従い記載されていないとき 

（エ） 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき 

（オ） 申請手続において不正な行為があったとき 

（カ） 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 
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（キ） 虚偽の内容が記載されているとき 

（ク） ２通以上の申請書類（複数の提案）を提出したとき 

（ケ） その他募集要項に定める条件に違反したとき 

②追加提出書類の提出 

市が必要と認める場合には、資料又は証明書類その他追加の提出書類を求める場合があ

ります。 

③申請後の辞退 

申請書等提出後に申請を辞退する場合は書面(様式自由)により市に申し出てください。 

④経費負担 

申請に関して必要となる経費は、申請者の負担とします。 

 

９ 選定に関する事項 

（１）選定方法 

（Ａ）候補者の選定  

宇治市指定管理者候補者選定委員会において書類審査により内容の審査を行

います。（令和２年１０月中旬以降実施予定）  

    選定委員会の評価を考慮したうえで、市が候補者を選定します。 

（Ｂ）選定結果の通知および公表 

選定結果は、申請書類を提出した応募者に宇治市指定管理者候補者選定結果通知

書にて通知します。 

また、選定の結果は、市のホームページへの掲載等の方法により公表します。 

（２）審査の基準および配点 

①事業計画等の評価【１００点】 

（Ａ）市民による施設の利用について平等な利用が確保されること。【２０点】  

（Ｂ）施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うことができ

ること。【２０点】  

（Ｃ）市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること。  

【２０点】  

（Ｄ）効率的な管理を行うことができること。【２０点】  

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。【２０点】  

   ②管理運営経費の評価【２０点】 

     最も低い提案額を提案した者を満点の評価とし、２位以下の提案額についてはその

比率に応じて点数を補正して評価点を算出する。  

    ＜計算式＞ 

（最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点）（小数点以下第３位四捨五入） 
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（３） 評価項目（予定） 

選定の基準 評価項目 

（Ａ）市民による

施設の利用につ

いて平等な利用

が確保されるこ

と。 

施設の設置目的の理解度（施設の管理運営・事業に偏重がないか等）  

施設の公平利用の取扱いの妥当性（不当な取扱いを防止する具体策）  

団体の理念・経営（運営）方針の適格性  

個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性  

（Ｂ）施設の設置

目的を達成し、そ

の効用を最大限

に発揮する管理

を行うことがで

きること。 

設置目的に基づく施設の管理運営の妥当性  

施設の保守管理（管理・清掃・警備等）の有効性  

利用拡大に関する取組みの有効性  

高齢者雇用や地元人材の活用についての配慮 

（Ｃ）市民ニーズ

に応じた市民サ

ービスの向上が

図られること。  

効果的な利用者満足度の向上策の具体性  

利用者の意見の把握と改善方針の具体性・妥当性  

利用者からの苦情・トラブルの対応  

利用者への効果的な情報提供の具体性  

（Ｄ）効率的な管

理を行うことが

できること。  

人件費設定の妥当性 

その他管理経費設定の妥当性 

収支積算と事業計画との整合性・妥当性  

費用削減策の具体性・妥当性  

（Ｅ）事業計画に

沿った施設の管

理を安定して行

う能力を有する

こと。 

安定的な管理運営に向けた人的基盤や財政基盤 

同様・類似業務の実績・成果  

施設の管理運営に関する知識や経験の適格性（指定管理実績の有無等） 

施設の管理運営体制（トラブル・危機管理等の体制を含む）の適格性・

職員の資質・能力向上策の妥当性  

（４） 指定 

   候補者の選定後、市議会（令和２年１２月定例会を予定）の議決を経て指定管理者として

指定します。なお、議決が得られない場合は、指定管理者として指定されません。その場

合、市は一切の損害賠償責任を負いません。 

 

１０ 協定に関する事項 

（１）基本的な考え方 

議会の議決後に、指定管理者に指定し、指定期間開始時に協定を締結するものとします。 

協定の内容は、特別の理由があるときを除き指定期間中は改定しないものとします。 

（２）協定内容 

（Ａ）施設の管理に関する事項  

（Ｂ）本市が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項  

（Ｃ）指定管理者が施設の管理により保有することとなる個人情報  
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（宇治市個人情報保護条例（平成１０年宇治市条例第２９号）第２条第１号に規

定する個人情報をいう。）の保護に関する事項  

（Ｄ）指定管理者が施設の管理により保有することとなる情報の公開に関する事項  

（Ｅ）地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書に記載すべき事項及び

当該報告書に添付する書類  

（Ｆ）地方自治法第２４４条の２第１１項に規定する指定管理者の指定の取り消し及

び期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項  

  （Ｇ）その他特に必要があると認められる事項  

 

１１ 事業報告・業務調査に関する事項 

（１）事業報告書の提出 

毎年度終了後６０日以内に事業報告書の提出をすること。  

また、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消さ

れたときは、その取り消された日の翌日から起算して６０日以内に事業報告書の提出

をすること。  

なお、事業報告書については本市が議会へ報告するものとします。 

（２）調査等  

市は、適正管理に期するため、指定管理者に対して、業務内容または経理の状況に関す

る報告を求め、指定管理業務の実施状況を把握するため調査等を実施するものとします。 

（３）施設利用者の意向把握について  

指定管理者は、施設利用者の利便性の向上を図る観点から、アンケート等により、施設

利用者の意見、苦情等を聴取し、その結果および業務改善への反映状況について市に報

告するものとします。 

（４）指定管理者への是正勧告等  

市は、（１）・（２）で規定した報告内容、実地調査等の結果、運営状況が適切でないと

認められる場合、是正勧告を行い改善が見られない場合、管理業務の一部もしくは全

部の停止を命じることがあります。  

地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者が市長の指示に従わない

とき、その他指定管理者による管理が適当でないと認めるときは、その指定を取り消

しまたは管理業務の全部または一部の停止を命じることがあります。 

（５）監査に関する事項 

監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認められる場合、指定管理者に

対して帳簿書類その他の記録の提出を求め、監査に立ち会いを求めることがあります。 

 

１２ 環境への配慮 

指定管理者は、業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に留意するとともに、

市が行う環境管理の取組に協力すること。  

（Ａ）環境に配慮した商品等の購入の推進および廃棄物の適正処理  

（Ｂ）電気、ガス等のエネルギー使用量の削減  
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（Ｃ）施設の利用者等に対する環境の保全等に関する情報提供  

 

１３ その他 

（１）事業の継続が困難となった場合の措置  

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、またはそのおそれが生じた場合は、

速やかに市に報告すること。その場合の措置については次のとおりとします。 

（Ａ）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合、ま

たはそのおそれが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示

を行い、期間を定めて改善策の提出および実施を求めることができることとし

ます。この場合、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合

等には、市は、指定管理者の指定の取り消し、または業務の全部または一部の

停止を命じることができます。 

（Ｂ）指定が取り消された場合等の賠償  

上記（Ａ）により、指定が取り消され、または業務の全部もしくは一部が停止

された場合、指定管理者は市に損害を賠償するものとします。 

（Ｃ）当事者の責めに帰すべき事由によらない場合  

不可抗力等、市および指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、

業務の継続が困難となった場合は、市と指定管理者は、事業継続の可否等につ

いて協議するものとします。継続が困難と判断した場合、市は、指定管理者の

指定の取り消し、または業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる

ものとします。 

（Ｄ） 協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合

の措置 

市と指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 

（Ｅ）事務の引継ぎ  

指定期間内の終了もしくは指定の取り消しにより、次期指定管理者に業務を引

き継ぐ場合は、円滑な引継ぎを行うこと。 
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宇治市自転車等駐車場指定管理業務仕様書 

 

 宇治市自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びそ

の範囲等は、この仕様書による。 

 

１．趣旨  

  本仕様書は、指定管理者が行う駐車場業務の内容及び履行方法について定めることを

目的とする。 

  

２．管理に関する基本的な考え方 

  駐車場を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

 （１）駐車場が道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するものであるという設置理

念に基づき、管理運営を行うこと。 

 （２）利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好

な施設の維持管理を行うことを基本とする。    

 （３）利用者の意見を管理運営に反映させること。 

 （４）個人情報の保護を徹底すること。 

 （５）効率的運営を行うこと。 

 （６）管理運営費の削減に努めること。 

 （７）環境への配慮に努めること。 

 

３． 施設の概要 

   管理施設名 

名     称  （仮）近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場 

   所  在  地  宇治市伊勢田町中山５０番地の２ 

   敷 地 面 積  約３６０㎡ 

   構     造  屋根付平面式 

   収 容 台 数  自転車         約１３０台 

            原動機付自転車・自動二輪 約２０台 

   設 備  駐車区画、管理室、空調設備、給排水設備、浄化槽 

   

 

 

 

 

 

参考資料－２ 
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４．施設の開設時間 

   駐車場の管理時間は、午前６時から午後１１時１５分までとする。 

午後１１時１５分から午前６時まで、及び１月１日から１月３日までの間について

は、終日施設の警備をするものとする。 

 

５．指定期間等  

   令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間とする。 

（指定期間中、会計年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）ごとに、宇治市と

細目を定める協定を締結するものとする。） 

 

６．法令等の遵守 

   駐車場の管理にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければな

らない。    

 （１）地方自治法、地方自治法施行令（指定管理者に関すること） 

 （２）宇治市自転車等駐車場条例、宇治市自転車等駐車場条例施行規則 

 （３）労働基準法、労働安全衛生法 

 （４）個人情報保護に関する法律、宇治市個人情報保護条例 

 （５）宇治市情報公開条例 

 （６）消防法 

 （７）宇治市暴力団排除条例 

 （８）その他業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵守しなけ

ればならない。 

   指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様

とする。 

 

７．職員の配置等について 

 （１）職員の配置については、開設時間中１名を常時配置したうえで、利用者サービス

及び利用者の安全性を低下させない条件で、経費節減ができる効率的な配置を行

うこと。この内容については、事業計画書及び管理運営経費積算表にも記載する

こと。 

 （２）職員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、駐車場の運営に支障がないように定め

ること。 

 （３）職員に対して、施設の管理運営に必要な実務や接遇等の研修を実施すること。 
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８．指定管理者が行う業務の範囲 

 （１）施設の管理運営に関すること 

  ① 駐車場の利用に関すること 

   ア） 駐車料金 

    ○ 一時利用（１日１回） 

      自転車         ---  １５０円 

      原動機付自転車（～50cc）---  ２５０円 

自動二輪車（51～125cc） ---  ３００円 

    ○ 定期利用（１箇月） 

 自転車       --- ２，６００円（屋根あり）、２，１００円（屋根なし）  

 原動機付自転車      --- ４，０００円（屋根あり）、３，２００円（屋根なし） 

自動二輪車          --- ４，６００円（屋根あり）、３，７００円（屋根なし） 

     ※定期利用は上記の他、３箇月・６箇月、学生・高齢者・障害者区分等あり。 

 

イ）利用に関する業務 

    ⓐ 帳票類の準備及び管理 

       指定管理者は、条例、規則で定めた帳票類及び管理に必要な帳票類を常備

し、適正に管理しなければならない。 

ⓑ 利用手続きと料金収納事務 

       宇治市自転車等駐車場条例・同施行規則に基づく利用手続き及び料金収納

業務を行うものとする。 

     ア．一時利用、回数券綴りの駐車料金の収納及び一時利用駐車証の交付   

     イ．定期利用の駐車料金の収納及び定期駐車券並びにステッカーの交付 

     ウ．一時利用、回数券綴り、定期利用の駐車料金に関する日報及び月報の作成 

 エ．回数券収納枚数の日報及び月報の作成 

 オ．定期駐車券等発行状況の日報及び月報の作成 

 カ．駐車料金の市指定金融機関等への納付 

 キ．臨時業務 

② 駐車場の安全確保に関すること     

   ア）利用の許可に関すること 

イ）入出場者の監視・誘導業務 

   ウ）定期的な場内巡視業務 

   エ）場内における自転車の整理業務 

   オ）災害時における利用者の避難誘導 

   カ）駐車場の出入口の施錠及び開錠 

キ）管理時間内・外にかかわらず、火災、震災、盗難、事故等の駐車場内でのトラ
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ブルが発生した場合の体制を整備し、迅速に対応する 

ク）その他必要な業務 

 

③ 施設及び設備の維持管理に関すること 

ア）場内の清掃業務、除草業務  

イ）駐車場の施設、設備及び物品の保全に関する業務    

    ⓐ 施設等の確認及び対応 

       施設内外の設備等に関して、その状況を把握するとともに、故障や事故等

が発見された場合は、直ちに対応措置を取るものとする。 

    ⓑ 施設の修繕及び整備 

       駐車場内の設備等や施設の日常点検を実施し、異常発生時及び修繕を要す

るときは、速やかに修繕するものとする。なお、大規模な修繕を必要とす

るときには、宇治市に連絡するものとする。 

   ウ）駐車場の夜間警備業務 

    ⓐ 警備時間 

       午後１１時１５分から翌朝６時まで（１月１日から１月３日までは終日） 

ⓑ 業務内容        

       場内の監視、巡回  自転車等の盗難防止に努め、場内に不審者がいない 

か常に注意する。 

  ④ その他必要な業務    

ア） 放置自転車の啓発等の業務 

       管理時間内において、駐車場の管理業務に支障のない範囲で、管理する駐

車場周辺の自転車放置禁止区域内にある放置自転車に警告札を貼る等の指

導を行うとともに、放置しようとする者に注意啓発を行う。 

   イ） 利用者へのサービスの提供 

       駐車場利用者へ直接、間接的なサービスの提供に努め、快適に利用できる

よう良好な環境を保つこと。なお、苦情等が発生した場合は、誠意を持っ

て対応に努めること。 

ウ） 防災業務 

       施設利用者の生命及び財産の安全を確保するために、防火管理者を決め、

非常事態に備え、消火、通報、避難誘導等緊急時の対応ができる体制を整

えておくものとする。 

 （２）報告義務 

     下記に掲げる事項は、市に報告するものとする。 

   ① 月例報告 

      毎月、前月分の駐車場日報を速やかに提出する。 
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② 臨時報告 

ア） 定期券の還付申請が利用者から駐車場に提出された時は、速やかに市に報 

告すること。 

イ） 事故及びトラブル等が発生した場合は、即刻に対応するとともに、電話等 

で市担当者に連絡の上、詳細を速やかに書面で報告すること。 

   ③ 年次報告 

      一事業年度終了後、速やかに次の書面を提出する。      

    ア） 年間事業報告書 

    イ） 年間使用料計算書 

 ④ その他 

      市から提出を求められた場合は、必要な資料を提出する。 

（３）情報の公開    

    指定管理者が職務において作成し、又は取得した管理施設に関する文書等につい

て、指定管理者は宇治市情報公開条例を遵守するとともに、宇治市情報公開条例

にならった情報公開規程を別途設け、その公開に努めなければならない。 

（４）個人情報の保護 

    宇治市個人情報保護条例に規定する個人情報の収集の制限、個人情報取扱事務の

届出、目的外使用及び外部提供の制限、適正な管理の規定等は、指定管理者に準

用されるため、指定管理者はこれを遵守しなければならない。 

    また、指定管理者は、個人情報の適正な取扱のために必要な措置として、宇治市

個人情報保護条例にならった個人情報保護規程を別途設け、情報の保護に努めな

ければならない。 

（５）秘密の保持 

    指定管理者と指定管理者業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他人に漏ら

したり、自己の利益のために利用したり、不当な目的に利用してはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

 （６）環境への配慮 

    宇治市地球温暖化対策実行計画に基づいた取組に努めること。 

 

９．業務実施に付随して指定管理者が行う事項等 

 （１）研修計画 

    実務や接遇等の必要な社員研修を適宜実施し、円滑な業務と、正当かつ公平な利

用の確保を図ること。 

（２）指定管理開始前の準備 

    指定管理者の決定を受けた者は、円滑に業務が行えるよう、管理の代行を開始す

る日の前に、管理運営に係る事前準備を行うものとする。 



6 

 

（３）指定終了後における措置等 

    指定期間の終了、指定取消し等による指定管理者の指定が終了となる場合は、次

期指定管理者の円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、事務の引継ぎを行うとと

もに、必要なデータを遅滞なく提供しなければならない。 

    また、市が認めるものを除き、指定が終了となる者の費用負担で、原状回復措置

を行わなければならない。 

 

１０．指定管理に係る経費 

 （１）指定管理者の経費等 

   指定管理者の業務を実施するために必要な経費は、指定管理者が応募の際に提示

した経費額を基に、その額、支払時期及び支払方法等を協定で定めて、市から指

定管理者に支払う。 

（２）指定管理の対象経費 

    指定管理の対象経費は、施設の管理運営に係る次に掲げる経費とする。ただし、

施設に係る火災保険等及び一時利用駐車証・定期駐車券等の印刷物の作成に要す

る経費は市の負担とし、対象の経費から除外する。 

① 人件費 

② 事務費 

③ 管理費（修繕費、光熱水費、保守管理費等） 

④ その他 

指定管理を行うために必要とする経費、指定管理業務の引継ぎに係る経費など 

※修繕費については別表「修繕負担区分表」による 

（３）指定管理費の管理 

    指定管理者は、市から支払われた指定管理に係る経費の専用口座を設けるととも

に、帳簿を備え付け、適正に管理する。 

 （４）リスク分担 

   リスク分担は次表のとおりとする（予定）。詳細は、協定書締結時に決定する。 

№ 区分 内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

１ 物価変動 人件費、物件費など物価変動による経費の

増 
○  

２ 金利変動 金利の変動による経費の増 ○  

３ 地域・団体・市民 

および利用者への 

対応 

地域、団体、事業者との協調  ○ 

施設管理や業務内容に対する市民および

利用者からの要望、苦情への対応 
 ○ 
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 上記以外 ○  

４ 法令の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

５ 税制度の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

６ 行政的な理由によ

る事業変更 

行政的な理由から、施設の管理運営の継続

に支障が生じた場合、または業務内容の変

更を余儀なくされた場合の経費およびそ

の後の維持管理経費における当該事情に

よる経費増加分の負担 

○  

７ 不可抗力 不可抗力に伴う施設・設備の修復による経

費の増加および施設の管理運営の停廃止 

※不可抗力＝暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、争乱、暴動その他市や指定管理者の責めに帰

すことができない自然的または人為的な現象 

○  

８ 書類の誤り 管理業務仕様書等市が責任を持つ書類の

誤りによるもの 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容

の誤りによるもの 
 ○ 

９ 資金調達 指定管理料の支払遅延（市→指定管理者）

によって生じたもの 
○  

経費の支払遅延（指定管理者→業者等）に

よって生じたもの 
 ○ 

１０ 施設や設備の損傷 別表「修繕負担区分表」による 

 

１１ 備品や消耗品の損

傷 

指定管理者としての注意義務を怠ったこ

とによるもの 
 ○ 

設置者として修繕、修理、補修など実施し

なければならないもの（第３者行為による

もので相手方が特定できないものを含む） 

○  

１２ 第３者への賠償 指定管理者としての注意義務を怠ったこ

とにより損害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

１３ 保安 警備の不足による情報漏洩や犯罪の発生  ○ 

１４ 指定管理終了時の 

費用 

指定管理期間が終了したときまたは期間

の途中において業務を停廃止した場合に
 ○ 
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おける指定管理者の撤収費用（原状復帰経

費を含む） 

 

１１．留意事項 

（１）第三者への委託 

指定管理業務を一括して第三者に委託することは禁止する。ただし、企画立案等業

務以外の個々の業務を市と協議の上、予め書面による市の承認を得た場合は第三者

に委託できるものとする。なお、市が承認した委託先がさらに委託しようとするこ

とは原則認められない。 

（２）保険への加入 

利用者に対する賠償責任は、施設管理者としての注意義務を怠ったことにより損害

を与えた場合は指定管理者がその責めを負うこととなっていることから、管理の実

施に必要な各種保険に、指定管理者の負担において加入しなければならない。 

（３）本業務の管理範囲には、現在休止中の「近鉄伊勢田駅前第２自転車等駐車場」部分

を含んでいる。指定管理期間中に当該箇所が利用できない場合の取扱いについては、

市と指定管理者が協議のうえ決定する。 

 

１２．その他 

  この仕様書に定めのない事項について、又はこの仕様書を変更する必要が生じた

場合は、指定管理者と協議の上、市が定めるものとする。 
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別　表（仕様書１０（４）リスク分担　１０，１１関係）

分類 内容 宇治市 指定管理者

躯体構造部（基礎、外壁、床、柱、梁、屋根、庇、階
段等）の補修

○

建物の外周部（玄関ポーチ、スロープ、駐車場等）の
補修

○

軽微な剥離、汚損の補修等 ○
上記以外の補修 ○
軽微な仕上材の部分的はがれ、汚損、亀裂の補修等 ○
上記以外の補修 ○
軽微な仕上材の部分的はがれ、汚損、亀裂の補修等 ○
上記以外の補修 ○
建て付け調整、附属部品（ノブ、ガラス、錠等）の維
持管理及び軽微な補修等

○

上記以外の補修 ○
軽微な破損、亀裂等の補修 ○
上記以外の補修 ○
保守点検及び維持管理 ○
軽微な破損、亀裂等の補修 ○
上記以外の補修 ○
便器（便座含む）、洗面器（鏡含む）等の汚損及び破
損の補修

○

水漏れ等の小修繕、附属部品の補修及び維持管理 ○

厨房機器
流し台、ガスコンロ、換気扇、湯沸器等の各種機器類
の維持管理及び補修等

○

機器類（室外機を含む）の補修、フィルターの塵埃の
除去及び維持管理

○

老朽化等に伴う取り替え ○
分電盤、警報盤他各種操作盤の補修 ○
老朽化等に伴う取り替え ○
維持管理及び保守点検 ○

コンセント類 各種コンセント、スイッチ類の補修 ○
照明器具本体の補修及び取り替え ○
蛍光灯、電球、グロー球等の取り替え ○
器具本体の補修及び保守点検 ○
電球・蛍光灯・グロー球等の取り替え ○
機器の補修、維持管理及び保守点検 ○
老朽化等に伴う取り替え ○
消火栓の保守点検 ○
消火器の更新及び維持管理 ○
破損等による補修及び改修 ○
老朽化等に伴う取り替え（必要な場合のみ） ○

※指定管理者の故意及び過失若しくは維持管理が不適切な場合の本体更新は、指定管理者の負担とする。

※指定管理者は、四半期毎に執行状況を市に報告をするものとする。

※建物が市の所有でないときは、所有者負担とする。ただし、建物共済保険が適用される範囲で市が負担するものとする。

修繕負担区分表
項目

建物の躯体部分

建物の外周部分

施設の修繕

衛生器具

冷暖房機器

誘導・非常灯

消火用機器

床

※上記修繕負担区分表に定めていない緊急補修等が発生した場合は、指定管理者と市の協議の上対処するものとする。

※指定管理者は、指定管理料に含まれる「修繕費」を超過する緊急補修等の必要が生じた場合は、市と協議の上対処する
ものとする。

自動火災報知器

衛生設備

受水・浄化水槽

給排水管・ガス管

各種盤類

天井

壁

備品の修繕

内装

建具

空調設備

電気設備

消防設備

照明器具

建具
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近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場 

指定管理者の選定要領 

 

１．審査の視点 

指定管理者候補の選定基準の作成にあたっては、総務省自治行政局長通

知（平成１５年７月１７日付総行行第８７号）において示されている次の基

準を満たすことが望ましいとされている。 

 

①住民の平等利用が確保されること 

②事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経 

費の縮減が図られるものであること 

③事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有して

いること 

 

本市においても、これらを参考に、宇治市指定管理者の指定の手続等に関

する条例を定めており、公募により候補者を選定するにあたって、公の施設

について最も適切な管理運営を行うことができると認められる団体を選定

するため、以下の要件により、選定委員会を設置し、候補者の選定にあたっ

ての諮問を行うとしている。 

 

宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条 

（候補者の選定） 

市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる要

件のすべてを満たすもののうちから最も適当であると認めたものを指定

管理者の候補者として選定しなければならない。 

① 市民による施設の利用について不当な差別的取扱いがないよう適切

な管理を行うことができること         【社会性・公平性】 

② 施設の設置目的を達成するために適切な管理を行うことができること 

【有効性】 

③ 本市が施設を管理する場合と比較して市民の利便性を低下させない

よう適切な管理を行うことができること        【有効性】 

④ 本市が施設を管理する場合と比較して低額の費用で管理を行うこと

ができること                    【効率性】 

⑤ 事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること 

【適格性】 

参考資料－３ 
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２．選定の方法 

（１）選定基準 

以下の（２）評価項目（案）、（３）配点（案）を基本に、宇治市指定管

理者候補者選定委員会における意見結果に係る答申を踏まえて、これらの

項目を増減し、及び評価点を加減することについて、市が決定する。 

今回は管理運営費についても評価の対象とし、事業計画等の評価と管理

運営費の評価の合計点で評価する。 

 

（２） 事業計画等の評価項目（案） 

事業計画等の評価項目（評価のポイント）の案は以下のとおり。 

① 市民による施設の利用について平等な利用が確保されること 

【社会性・公平性】 

・施設の設置目的の理解度（施設の管理運営・事業に偏重がないか） 

・施設の公平利用の取扱いの妥当性（不当な取扱いを防止する具体策） 

・団体の理念・経営（運営）方針の適格性 

・個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性 

② 施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うこと 

ができること 

  【有効性】  

  ・設置目的に基づく施設の管理運営の妥当性 

・施設の保守管理（管理・清掃・警備等）の有効性 

  ・利用拡大に関する取り組みの有効性 

 ・高齢者雇用や地元人材の活用についての配慮 

③ 市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること 

【有効性】 

・効果的な利用者満足度の向上策の具体性 

・利用者の意見の把握と改善方針の具体性・妥当性 

・利用者からの苦情・トラブルの対応 

・利用者への有効な情報提供の具体性 

④ 効率的な管理を行うことができること 

  【効率性】 

・人件費設定の妥当性 

・その他管理経費設定の妥当性 

・収支積算と事業計画との整合性・妥当性 

・費用削減策の具体性・妥当性 
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  ⑤ 事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること 

    【適格性】 

・安定的な管理運営に向けた人材基盤や財政基盤 

・同様・類似業務の実績・成果 

・施設の管理運営に関する知識や経験の適格性（指定管理実績の有無等） 

・施設の管理運営体制（トラブル・危機管理等の体制を含む）の適格

性・職員の資質・能力向上策の妥当性 

 

（３）配点（案） 

・採点表の評価項目毎の配点は、以下のとおりとしている。 

①市民による施設の利用について平等な利用が確保されること【２０点】  

②施設の設置目的を達成し、その効用を最大限に発揮する管理を行うことが

できること【２０点】 

③市民ニーズに応じた市民サービスの向上が図られること【２０点】 

④効率的な管理を行うことができること【２０点】 

⑤事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること【２０点】 

 合計１００点満点 

 

（４）評価点（加点法） 

採点は、５段階評価として、以下の評価に基づき各項目ごとに採点し、

その合計点を評価点とする。 

評価 点数 

特に優れているもの ５点 

やや優れているもの ４点 

標準的であるもの ３点 

やや劣っているもの ２点 

劣っているもの １点 

    

           

（５）管理運営費の評価 

最も低い提案額を提案した者を満点の評価とし、２位以下の提案額については

その比率に応じて点数を補正して評価点を算出する。 

配点２０点 

 

＜計算式＞ 

（最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点）   （少数以下第３位四捨五入） 
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（６） 指定管理者候補者等の決定 

指定管理者候補者は、選定委員会委員ごとの評価点合計（事業計画等の評

価と管理運営費の評価の合計点）の１位の判定が最も多い団体等に決定（答

申）する。１位が同数の時は、各委員の評価点の総合計が最も高い団体等を

候補者とし決定（答申）する。各委員の評価点の総合計も同点の場合は、選

定委員会の委員長が決定（答申）することとする。 

なお、１団体しか応募がなかった場合においても、出席委員による採点を

行った上で、平均点が１２０点満点中７２点以上のもの（最低必要点数：全

委員合計点÷委員数）を対象として候補者案を決定（答申）する。 

（選定委員会において、最低必要点数に満たない者は、指定管理者候補者に

選定されないこととする。） 



宇治市審議会等の会議の公開に関する指針（抜粋） 

 

 

 

第３ 審議会等の公開基準 

審議会等は法令、条例等の規定により会議が非公開とされている場合（宇

治市指定管理者の指定の手続等に関する条例等に規定なし）を除き、公開す

るものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一

部を公開しないことができる。 

 

（１）宇治市情報公開条例（平成１７年宇治市条例第４号）第６条各号の規定に

該当する情報（以下「非公開情報」という。）に関し、審議等をする場合 

 

▽宇治市情報公開条例(平成１７年宇治市条例第４号)第６条 

① 法令等により公にすることができない情報 

② 個人に関する情報 

③ 法人等の事業活動上の利益を明らかに害する情報 

④ 本市等の公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報 

⑤ 本市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報 

⑥ 市民生活の安全に支障が生じるおそれのある情報 

 

（２）会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議

の目的が達成されないと認められる場合 

 

第４ 公開又は非公開の決定 

（１）会議の公開又は非公開は、第３の審議会等の公開基準に基づき当該審議会

等が決定するものとする。 

（２）審議会等が会議を非公開とした場合は、その理由を明らかにしなければな

らない。 

参考資料－４ 


